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九州電力株式会社川内原子力発電所第１号機の 

原子炉等規制法に基づく工事の計画の認可申請の概要 
 
１．申請者及び申請年月日等 

申請者：九州電力株式会社 代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘 

申請年月日等： 

令和２年１月３０日（原発本第１９２号） 

補正年月日等： 

令和２年３月１３日（原発本第２１５号） 

令和２年３月２５日（原発本第２３３号） 

 

２．発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

名 称：川内原子力発電所 

所在地：鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山 

  

３．発電用原子炉施設の出力及び周波数 

出 力：   １，７８０，０００ｋＷ 

第１号機：   ８９０，０００ｋＷ（今回申請分） 

第２号機：   ８９０，０００ｋＷ 

 

周波数 ：        ６０Ｈｚ 

 

４．申請範囲 

計測制御系統施設 

発電用原子炉の運転を管理するための制御装置 

２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 

・中央制御室機能 

・中央制御室外原子炉停止機能 

 

放射線管理施設 

加圧水型発電用原子炉施設 

４ 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格（申請に係

るものに限る。） 

５ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 
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その他発電用原子炉の附属施設 

９ 緊急時対策所 

１ 緊急時対策所機能 

  ・代替緊急時対策所機能（１,２号機共用） 

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準及び適用規格（申請に係る

ものに限る。） 

３ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１）品質保証の実施に係る組織 

（２）保安活動の計画 

（３）保安活動の実施 

（４）保安活動の評価 

（５）保安活動の改善 

 

５．工事の種類・内容 

種類：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事 

内容：発電用原子炉施設の基本設計方針等の変更 

 

６．申請理由 

平成２９年４月に有毒ガス防護に係る実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則及び同解釈（以下「技術基準規則等」という。）の一

部が改正された。今回の工事の計画においては、技術基準規則等の改正を踏ま

え、発電用原子炉施設の基本設計方針等の変更を行う。 


